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システム送達を受ける旨の届出
[bookmark: _Hlk213164717]
●●地方裁判所民事第●部　御中
令和●年●月●日　　

　　　　　　　☐原告　☐被告　☑訴訟代理人弁護士　　　　　　　　　　　　　　

　上記事件について、民事訴訟法第１０９条の２第１項本文所定の方法による電磁的記録の送達（システム送達）を受ける旨を届け出ます。

　また、私がシステム送達の通知を受ける連絡先は、私のmintsアカウント（当事者ID　　　　　　　　　　）に登録されたメールアドレスのとおりです。

以上


記載に当たっての留意事項

	[bookmark: _Hlk215166889]〇　mintsの新規申立てフォーム上で、「システム送達届出」のトグルをオンにした場合には、この書式を使ってシステム送達を受ける旨の届出をしていただく必要はありません。



（留意事項）
○　システム送達とは、あなたがmintsを利用している場合（システム送達を受ける旨の届出をしている場合）に、裁判所書記官がmints上に送達対象のファイルをアップロードすることで、そのファイルを閲覧又はダウンロードすることができる措置をとり、mintsから、mintsに登録されたあなたのメールアドレスに宛てて、その旨の通知が発せられることにより行われる送達です。

○　あなたが電磁的記録（ファイル）を閲覧又はダウンロードしなくても、原則として、通知から１週間経過すれば送達の効力が生じ、あなたが電磁的記録（ファイル）の内容を了知したものとして、手続が進行しますので、ご注意ください。
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